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青色LEDが生んだ
新たな白色照明

発光ダイオード（LED）のうち、赤色
は1960年代に開発されたが、青色につ
いては世界中で60年間にわたって研究
が進められたものの、誰も作り出すこ
とができずにいた。そんな中、私は四
国の化学メーカー・日亜化学工業で単
独で青色LEDの開発に携わり、1992年に
開発に成功。量産化の準備を進めて翌
1993年に製品化し、そのタイミングで
発表した。
その後、1995年には緑色LEDを開発
し、これで光の三原色である赤色・青
色・緑色がそろい、1996年に白色LED
の製品化も実現した。現在、白色LED
は多くの照明に用いられているほか、
パソコン、スマートフォンなどの液晶
画面のバックライトとしても利用され
ている。
白色LEDは省エネで明るい照明だが、
問題もある。実は人間に一番優しい光
は太陽光だ。しかし、現代の人間はほ
とんどの時間を屋内で過ごす。そこで
使用される照明の光のスペクトルが太
陽光と同じであれば問題はないが、実
際には全然違う。その違いが健康にも
影響を及ぼすことが最近になって分かっ
てきた。
現在、白色の光は青色LEDと黄色の
蛍光体、あるいは光の三原色を混ぜて
作っている。そのうち、青色LEDから

来る光はシャープで、ピーク強度が非
常に強く、夜に人の目に入るとホルモ
ンの一つである「メラトニン」の分泌
が減少し、睡眠障害を引き起こす。
メラトニンは体内時計の調節に関係
するホルモンだ。昼間は分泌量が少な
いが、夜になると増えて、眠気をもた
らす。青色の光を夜に受けると、メラ
トニンの分泌が増えず、体内時計が乱
れる。これが睡眠障害の原因となる。
さらに、メラトニンの分泌の低下が引
き起こすホルモンバランスの変化が、
女性の乳がんや男性の前立腺がんの発
生に関与しているという研究が発表さ
れ、マスコミでも取り上げられるよう
になった。

紫色LEDとレーザーは
有力な次世代の光源

健康面でリスクの少ない次世代の光
源として、注目を集めているのが紫色
の入った白色LEDだ。
私が渡米してから取り組んだのが紫
色LEDの開発だ。青色LEDを使った白
色LEDには紫色と深い赤色、青緑色が
ないが、紫色LEDを用いると白色LED
はフルスペクトルになって、太陽光に
近い光になる。これを使えば、青色
LEDより変換効率性が高く、視力も含
めて健康に悪影響を与えない照明がで
きる。
また、紫色の光にはバクテリアを殺
す性質もある。紫色の光を照明に使う

だけで、院内感染の原因菌の一つ、
MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球
菌）が10時間でほぼ99％死滅する。紫
色LEDは感染症対策としても有効だ。
次にレーザー照明だが、遠くまで明
るくできるという特徴があり、有力な
次世代の光源だ。青色レーザーは電力
を効率よく利用できる上、投入電力を
増やすにつれて明るくなる。現在、映
画館などで利用されるレーザープロジェ
クターに使われている。また、青色レー
ザーはレンズで小さく集合できるため、
工業製品の精密な切断や溶接ができる。
赤外線レーザーに比べて小型化できる
ので、車の自動運転に欠かせないレー
ザースキャナにも適している。
さらに、レーザーは通信にも有効だ。
青色レーザーは周波数が高く、データ
通信速度が極めて速い。将来の無線技
術（Li-Fi）として期待できる。

「正義」が実現しにくい
日本の司法制度の問題点

私は渡米後の2000年12月、日亜化学
工業から企業秘密漏えいで米国の裁判
所に提訴された。私も特許権について、
日本で日亜化学工業を提訴。日米両方
で数年間、裁判が続いたが、その経験
を通じて日米の司法制度の違いを痛感
した。
まず日本の裁判には、ディスカバリー

（証拠開示手続）のプロセスがない。米
国の裁判では、原告、被告共に証拠書
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類を全て出さなければいけない。ま
た、デポジション（証人録取、証人尋
問）も行われ、真実を述べなければ偽証
罪に問われる。日本にはデポジション
もあまりなく、偽証罪で処罰されるこ
とも珍しい。
さらに、米国の法廷では活発に議論
するが、日本では証拠のない準備書面
を基に裁判が進み、法廷での議論があ
まりない。科学論文や特許などの裁判
では、科学や技術について裁判長が理
解しているのかどうかもチェックでき
ない。
判決方法にも問題点がある。日本は、
どちらを勝たせたらどれだけ多くの人
が利益を得るかを考えて判決を出す、
利益衡量判決が多い。また、証拠が十
分にそろっていないから、どちらを勝
たせてよいか分からず、両者の主張を
足して二で割った、落としどころ判決
を出す。だから、どんな判決でも当事
者が納得せず、最高裁まで裁判が続く。
私は裁判に「正義」を期待していたが、
日本の裁判ではそれがなかなか実現し
ない。
次に罰則の問題だが、日本は判例主
義に立ったものが多い。例えばセクハ

ラ訴訟でも、米国では数十億円の巨額
な賠償金の判決が言い渡されることが
あるが、日本ではずっと昔に出された
低額の賠償金額を踏襲する。これでは
「やったもの勝ち」だ。日本も米国のよ
うに、懲罰的損害賠償判決を出すべき
だと考える。

ベンチャー企業の育成も阻害
司法が変われば日本は変わる

裁判官の給与査定も問題だ。日本で
は、地裁の裁判長は高裁の裁判長が、高
裁の裁判官は最高裁判所長官が査定し
て給与を決める。企業で社員が社長の
機嫌をうかがって仕事をするように、
裁判官も、最高裁判所長官の機嫌をう
かがうような判決を出すのではないか。
米国では裁判官の給与が憲法で保障さ
れており、裁判官は正義を貫いた判決
を出しやすい。
さらに言えば、日本はうそに対して

寛容だと思う。特に特許にはうそが多
い。
私たちが1995年に世界で初めて開発
した青色半導体レーザーも、日本では
1970～80年代にすでに特許が認められ
ている。十分な証拠もないのに特許が
認められるから、こうした事態が起き
る。
このような司法の下では、ベンチャー
企業が育ちにくい。ベンチャー企業と
大企業が知財の裁判をすれば、利益衡
量で大企業が有利になる。もし裁判に
勝ったとしても、判例主義で大した賠
償金は取れない。これでは裁判をやる
意味がない。日本の司法制度が、日本
経済の発展を阻害しているのではない
か。
日本はシステムを変えたがらないが、
このままでは取り残されてしまう。若
い人が中心となって、時代に合った新
しいシステムを作るべきだ。

質疑応答

日本が技術大国、科学大国と
して復活するためには、何を

すればいいのか。企業経営者はどう
あるべきなのか。

私は、今のシステムを全部壊
さないと駄目だと思っている。

基本的に日本人は優秀だから、シス
テムが素晴らしければ簡単に世界一
の経済大国になれるはずだ。
　例えば、就職制度だが、全ての新
入社員を一律の賃金・条件で雇うの
はおかしい。能力も経験も人それぞ
れ違うのだから、待遇なども人それ
ぞれでよいのではないか。

　企業経営者は、ベンチャーが育つ
ような環境づくりに努力してほしい。
ベンチャーが育ち、新しい技術や製
品が成長しないと日本は良くならな
い。成功すれば世の中が変わるよう
な技術・製品を生み出すベンチャー
を育てる環境が必要だ。

米国では所得格差が拡大して
いる。これは日本も無縁では

ない。どう是正すればいいと考える
か。

能力のある者が稼ぐことは、
まったく問題がないと考える。

それが資本主義の自然な原理だ。た
だし、稼いだ金を使って社会に貢献
することが大事だ。

　ビル・ゲイツは世界一の億万長者
になったが、当初は目立った社会貢
献活動をしていなかった。マスコミ
がそれを指摘したことがきっかけで、
夫人と共に財団を設立して、世界中
に莫大な寄付を行うようになった。
このように能力のある者が成功者と
なり、世界平和や社会の発展のため
に稼いだ金を投じるように、マスコ
ミは監視役を果たすべきだと考える。
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